
 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための山梨県における 

緊急事態措置の終了及び今後の協力要請について 

  

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条に基づく緊急事態宣言について、令和２年

５月１４日に実施区域から山梨県が解除されたことを受け、同日をもって、本県において

実施してきた緊急事態措置を終了いたします。 

 

今後につきましては、新型コロナウイルスの感染が依然として散発的に確認されるなど、

引き続き、感染の拡大防止を図る必要があることから、新型インフルエンザ等対策特別措

置法第 24 条第 9 項に基づき、５月１５日から５月３１日までの間、次に掲げる感染拡大防

止対策への協力を要請いたします。 

なお、今回の協力要請の期間や内容については、今後の県内の感染状況等により変更す

る場合があります。 

 

感染の拡大防止に向け、全ての県民の皆様、全ての施設・事業者等の皆様に、特段の御

理解、御協力を賜りますようお願いいたします。 

 

 

令和２年５月１４日 

 

           山梨県知事 長崎 幸太郎 

 

 
１ 県民の皆様へ 

 

（１）日常生活を営むに当たり、身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの基本的
な感染対策を徹底するよう協力を要請します。 

 

（２）人混みへの外出、密閉・密集・密接の「三つの密」のある場への外出、別紙 1 に掲
げる休業等の協力要請を行う施設への外出を自粛するよう協力を要請します。 

 

（３）やむを得ない事情がある場合を除き、旅行や帰省など、特定警戒都道府県及び特定
都道府県への移動を自粛するよう協力を要請します。また、特定警戒都道府県及び
特定都道府県の在住者に対しても、日帰り・宿泊を問わず、観光・レジャーなどの
ために本県へ来訪しないよう協力を要請します。 

 



 

 

２ 事業者の皆様へ 

 

（１）県内に所在する対象施設（別紙１）の管理者及びイベント等の主催者に対し、施設
の使用停止又は催物の開催停止の協力を要請します。 

 

（２）上記の協力要請は、協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡大
予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守する別紙２に掲
げる施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除します。この場合にあ
っても、個々の施設において感染が確認された場合、若しくは、感染防止対策が徹
底されていないことが確認された場合においては、改めて当該施設に対して休業等
の協力要請を行います。 

 

（３）その他適切な感染防止対策の徹底の協力を要請する施設（別紙３）の管理者に対し
ては、特に徹底が必要な内容への協力を要請します。 

 

（４）全ての施設・事業所等において、適切な感染防止対策（別紙４）を講じるとともに、
人との接触の機会を削減するための配慮や工夫を講じるよう協力を要請します。 

 

  



 

別紙１ 休業等の協力要請を行う施設 
 

施設の種類 内訳 協力要請内容 

劇場等 劇場、映画館、プラネタリウム 等 

施設の使用停止
及び催物の開催
停止の協力要請 
 
 
〇上記の協力要
請は、協力要請
期間中において
も、各業界団体
等の作成する感
染拡大予防ガイ
ドラインが県が
別途示す基準に
適合し、これを
適切に遵守する
別紙２に掲げる
施設等について
は、使用停止等
の協力要請を個
別に解除する。 

集会・展示施設 集会場、展示場、貸会議室 等 

大 規 模 集 客 施
設 及 び そ れ に
類 す る と 認 め
られる施設 

生活必需物資の小売関係等以外の店舗や、生活必
需サービス以外のサービスを提供する施設（観光
施設等を含む。） 
※ 床面積の合計が 1,000 ㎡を超えるものに限る。 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。） 
※ 床面積の合計が 1,000 ㎡を超えるものに限る。 

運動施設 
（屋内） 

フィットネスクラブ、体育館、武道場 等 
※ 屋外施設は対象外とする。 

遊技施設 マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど
の遊技場、テーマパーク 等 

遊興施設 

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー・
スナック（接待又はカラオケを伴うものに限る。）、
個室付浴場業に係る公衆浴場、個室ビデオ店、ネ
ットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、勝馬
投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等 

学習塾等 学習塾、英会話教室、音楽教室 等 
※ 床面積の合計が 1,000 ㎡を超えるものに限る。 

 

  



 

別紙２ 休業等の協力要請を個別に解除した施設 

 

※令和 2年 5 月 13 日時点（5月 14 日解除分まで） 

施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

遊技施設 パチンコ屋 ＤＡＩＭＡＲＵ甲府本店(甲府市中央 4-3-5) 

令和 2 年 

5 月 12 日 

遊技施設 パチンコ屋 ＰＩＡ1000ＫＯＫＵＳＡＩ(甲府市徳⾏ 3-1282-1) 

遊技施設 パチンコ屋 オ ー シ ャ ン 甲 府 中 央  店(甲府市中央 1-9-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ノルンスロットプラザ甲府店(甲府市徳⾏ 4-12-5) 

遊技施設 パチンコ屋 ＡＢＣ甲府アルプス通り店(中巨摩郡昭和町清水新居 79) 

遊技施設 パチンコ屋 ＡＢＣ甲府上阿原店(甲府市上阿原 425) 

遊技施設 パチンコ屋 ＡＢＣ甲府国⺟店(甲府市国⺟ 6-1-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ＡＢＣ甲府昭和通り店(中巨摩郡昭和町飯喰 1351-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ＤＡＩＭＡＲＵ⼤⾥店(甲府市宮原町 226-2) 

遊技施設 パチンコ屋 ＫＯＫＵＳＡＩ５３０ＫＯＫＵＳＡＩ(中央市⻄花輪 3054-1) 

遊技施設 パチンコ屋 トランプトランプ(中巨摩郡昭和町清水新居 1-4) 

遊技施設 パチンコ屋 ニチエイ国⺟バイパス店(甲府市国⺟ 7-12-43) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューアサヒ甲府昭和店(中巨摩郡昭和町清水新居 161-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューアサヒ甲府南店(甲府市上今井町 1112-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューダイヤ∞(甲府市住吉５-２-７) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューパレス(甲府市朝気 3-15-8) 

遊技施設 パチンコ屋 ノルンプラザ 田 富  店(中央市山之神 3633-1) 

遊技施設 パチンコ屋 やすみ時間甲府⻘葉店(甲府市⻘葉町 11-32) 

遊技施設 パチンコ屋 マルハン甲府店(甲府市国⺟ 8-20-10) 

遊技施設 パチンコ屋 ＡＢＣ甲斐敷島店(甲斐市中下条 2012-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ＡＢＣ韮崎⻯岡店(韮崎市龍岡町若尾新田 833-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ＤＡＩＭＡＲＵ⻯王店(甲斐市⻯王 1238) 

遊技施設 パチンコ屋 ダイナム山梨韮崎店(韮崎市栄 1-8-30) 

遊技施設 パチンコ屋 タイホー双葉(甲斐市下今井 2948-4) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューダイヤパートⅢ(甲斐市⼤下条 631) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューダイヤ⻯王店(甲斐市富竹新田 1925-1) 

遊技施設 パチンコ屋 マルハン韮崎店(韮崎市若宮 2-13-5) 

遊技施設 パチンコ屋 オーシャン高根店(北杜市高根町箕輪新町 1763-4) 

遊技施設 パチンコ屋 オーシャン⻑坂店(北杜市⻑坂町⼤⼋田 3827-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ＤＡＩＭＡＲＵ南アルプス店(南アルプス市⻄南湖 390) 

遊技施設 パチンコ屋 ザ７２０ＫＯＫＵＳＡＩ(南アルプス市和泉 963-2) 

遊技施設 パチンコ屋 ダイナム山梨南アルプス店(南アルプス市桃園 1070-1) 

遊技施設 パチンコ屋 マルハン南アルプス店(南アルプス市下今井 311-2) 

遊技施設 パチンコ屋 プレイゾーン白鳳(南巨摩郡身延町飯富 2058) 

 



 

施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

遊技施設 パチンコ屋 ＡＢＣ笛吹石和店(笛吹市石和町松本 637-1) 

令和 2 年 

5 月 12 日 

遊技施設 パチンコ屋 ＤＡＩＭＡＲＵ石和店(笛吹市石和町窪中島 587-15) 

遊技施設 パチンコ屋 ＧＥＴＳ(笛吹市一宮町東原 304-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ダイナム山梨笛吹店(笛吹市石和町今井 201) 

遊技施設 パチンコ屋 チャンピオン  フォレスト(笛吹市石和町窪中島 587-19) 

遊技施設 パチンコ屋 マルハン石和店(笛吹市石和町唐柏 1045) 

遊技施設 パチンコ屋 オーシャン(甲州市塩山下於曽 1338-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ダイマル(甲州市塩山熊野 70-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ニ ュ ー ダ イ ヤ 塩 山 店(甲州市塩山下塩後 538-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ニ ュ ー ダ イ ヤ 山 梨  店(山梨市南 1183) 

遊技施設 パチンコ屋 ＡＫＡＳＡＫＡ(富士吉田市新倉 2681-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ＤＡＩＭＡＲＵ  富士吉田店(富士吉田市下吉田 9-41-20) 

遊技施設 パチンコ屋 ＷＯＮＤＥＲ  ＡＫＡＳＡＫＡ(富士吉田市下吉田 9-30-5) 

遊技施設 パチンコ屋 寿楽忍野店(南都留郡忍野村内野 244) 

遊技施設 パチンコ屋 Ｎｏ．１ 富 士 吉 田  店(富士吉田市松山 1595) 

遊技施設 パチンコ屋 パ ー ラ ー・ ラ ッ キ ー(富士吉田市⼤明⾒ 2-22-34) 

遊技施設 パチンコ屋 ビクトリー(富士吉田市中曽根 1-1-18) 

遊技施設 パチンコ屋 やすみ時間富士吉田店(富士吉田市松山 1218) 

遊技施設 パチンコ屋 ＤＡＩＭＡＲＵ田野倉店(都留市田野倉 146-1) 

遊技施設 パチンコ屋 グランドチャンピオン(都留市田野倉神出 257-1) 

遊技施設 パチンコ屋 寿楽田野倉店(都留市田野倉 958-1) 

遊技施設 パチンコ屋 デルダス都留店(都留市田原 2-15-8) 

遊技施設 パチンコ屋 パーラーチャンピオン(⼤月市駒橋 3-3-20) 

遊技施設 パチンコ屋 パーラーワールドチャンピオン(都留市法能 696) 

遊技施設 パチンコ屋 オーシャン上野原店(上野原市上野原 2091-1) 

遊技施設 パチンコ屋 スバルセンター(上野原市松留 12-2) 

運動施設 フィットネスジム T-MARC（甲斐市⻄⼋幡１７０７－５） 

令和 2 年 

5 月 13 日 

運動施設 スイミング フィッツスポーツクラブ⻯王（甲斐市⽟川１８１） 

運動施設 スイミング フィッツスポーツクラブ甲府（甲府市湯村 3-13-6） 

運動施設 スイミング フィッツスポーツクラブ⻘葉（甲府市⻘葉９－１２） 

運動施設 スイミング ブルーアース甲府（甲府市⼤⾥１０４０－１） 

運動施設 スイミング ブルーアース敷島（甲斐市⼤下条７５０－１） 

運動施設 スイミング ブルーアース甲⻄（南アルプス市東南湖１０９５） 

運動施設 スイミング ブルーアース石和（笛吹市石和町四日市場１８２５） 

運動施設 スイミング ブルーアース山梨（山梨市鴨井寺５６１） 

運動施設 スイミング ブルーアース櫛形（南アルプス市⼩笠原１３１１） 

 

 



 

施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

運動施設 スイミング ブルーアーススポーツスパ（昭和町清水新居１０８９－１） 

令和 2 年 

5 月 13 日 

運動施設 スイミング フジヤマスイミングスクール（富士吉田市上暮地２－４－１６） 

運動施設 スイミング なかだてスイミングスクール（甲府市相生３－７－１１） 

運動施設 スイミング スポーツ１塩山（甲州市下塩後２２７） 

運動施設 スイミング スポーツ１富士吉田（富士吉田市新⻄原２－１４－１２） 

運動施設 ボウリング場 ダイトースターレーン双葉（甲斐市下今井３６８１－１） 

運動施設 ボウリング場 ⼤丸パークレーンズ（中央市下河東３０５３－１イオンタウン中央東） 

運動施設 ボウリング場 スポルトコスモボウル（南アルプス市⼩笠原１２２４－１０） 

運動施設 ボウリング場 都留ファミリーボウル（都留市上⾕６－７－１３） 

遊技施設 ゲームセンター プレイタウンパル富士吉田店（富士吉田市新⻄原４－１２－１５） 

学習塾等 ⾃動⾞教習所 岳麓⾃動⾞教習所（富士吉田市上吉田 4853-1） 

学習塾等 ⾃動⾞教習所 韮崎⾃動⾞教習所（韮崎市中島⼆丁目 8-73） 

学習塾等 ⾃動⾞教習所 峡南⾃動⾞教習所（南巨摩郡富士川町最勝寺 1538） 

学習塾等 ⾃動⾞教習所 湯村⾃動⾞学校（甲府市塩部⼆丁目 2-15） 

学習塾等 ⾃動⾞教習所 南部⾃動⾞教習所（南巨摩郡南部町内船 8900） 
⼤規模集客 
施設等 

店舗 山梨県地場産業センター（甲府市東光寺３丁目１３－２５） 令和 2 年 

5 月 14 日 運動施設 フィットネスジム ダンススタジオリサグラシアス（甲府市下⼩河原町２７９－１） 

 
※個別に解除された時点で、施設名称等を県のホームページに追加で公表します。 

 ※上記の施設において感染が確認された場合、若しくは、感染防止対策が徹底されていないことが
確認された場合においては、改めて当該施設に対して休業等の協力要請を行います。 

  



 

別紙３ その他適切な感染防止対策の徹底の協力を要請する施設 

 

施設の種類 内訳 
別紙４「適切な感染防止対策」に

加えて特に協力要請を行う内容等 

医療施設 病院、診療所、薬局 等  

社 会 福 祉 施 設
等 

保育所、放課後児童クラブ 等 

・家にいることが可能な保護者等
に登園や利用の自粛を要請 

・必要な保育等を確保した上で、
消毒液の設置、施設内の消毒、換
気の徹底等を要請 

高齢者、障害者など特に支援が必要な
方々の居住や支援に関するサービスを
提供する全ての施設 等 

・消毒液の設置、施設内の消毒、換
気の徹底等を要請 

生 活 必 需 物 資
販売施設 

卸売市場、食料品売場、コンビニエンス
ストア、百貨店、ホームセンター、スー
パーマーケット、ショッピングモール
における生活必需物資売場 等 

・利用者の入場制限、行列を作ら
ないための工夫や列間隔の確保
等を要請 

・消毒液の設置、施設内の消毒、換
気の徹底等を要請 

・レジ等での対面接客時における
距離の確保やパーティション設
置等を要請 

食事提供施設 
飲食店（居酒屋、接待及びカラオケを伴
わないバー・スナックを含む。）、料理
店、喫茶店 等（宅配・テイクアウトサ
ービスを含む。） 

・利用者の入場制限、座席の間隔
を空ける工夫等を要請 

・消毒液の設置、施設内の消毒、換
気の徹底等を要請 

住宅・宿泊施設 
ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は
下宿、別荘、サービス付き高齢者向け住
宅 等 

・消毒液の設置、施設内の消毒、換
気の徹底等を要請 

・利用者の不要不急の外出自粛の
呼びかけを要請 

博物館等 博物館、美術館、図書館 等 
・利用者の入場制限、利用者間の

距離の確保等を要請 
・消毒液の設置、施設内の消毒、換

気の徹底等を要請 

交通機関等 バス、タクシー、レンタカー、鉄道、物
流サービス（宅配等） 等 ・換気の徹底等を要請 



 

施設の種類 内訳 
別紙４「適切な感染防止対策」に

加えて特に協力要請を行う内容等 

工場等 工場、作業場 等 ・換気の徹底、作業者間の距離の
確保等の協力を要請 

金融機関等・官
公署等 

銀行､証券会社､保険､官公署､事務所 
等 

・テレワークの一層の推進等を要
請 

入浴施設 銭湯、温泉施設 等 
・利用者の入場制限、消毒液の設

置、施設内の消毒、換気の徹底等
の協力を要請 

葬儀施設 葬儀場、火葬場 ・利用者の入場制限、利用者間の
距離の確保等の協力を要請 

運動施設 
（屋外） 陸上競技場、球技場、ゴルフ場 等 

・利用者の入場制限、利用者間の
距離の確保等の協力を要請 

・施設のうち屋内部分について
は、使用停止等の感染防止対策の
徹底の協力を要請 

観光施設等 
キャンプ場、登山道、山小屋、観光施設
及びこれに付随する物産販売店や駐車
場、観光果実園 等 

・利用者の入場制限、行列を作ら
ないための工夫や利用者間の距
離の確保等の協力を要請 

・消毒液の設置、施設内の消毒、換
気の徹底等の協力を要請 

文化施設等 天然記念物、有形文化財、史跡、無形⺠
俗文化財 等 

・利用者の入場制限、利用者間の
距離の確保等の協力を要請 

その他 メディア、質屋、獣医、理美容、ランド
リー 等 

・換気の徹底、利用者間の距離の
確保等の協力を要請 



 

別紙４ 適切な感染防止対策 
 

目的 具体的な取組例 

発熱者等の施設への入場防止 

・従業員の検温・体調確認を行い、発熱や風邪症状（※）が
ある従業員の出勤を停止  

※ 例えば、平熱より１度以上高い発熱、軽度であっても咳や喉の痛み、
嘔吐・下痢等の症状  

・来訪者の検温・体調確認を行い、発熱や風邪症状（※）が
ある来訪者の入場を制限  

３つの「密」 
（密閉・密集・密接）の防止 

・店舗利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や列
間隔の確保（約 2m 間隔の確保） 

・換気を行う 
（可能であれば 2 つの方向の窓を同時に開ける） 

・密集する会議の中止 
（対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用） 

飛沫感染、接触感染の防止 

・従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗
いの励行 

・来訪者のマスク着用、入店時等における手指の消毒、咳
エチケット、手洗いの励行 

・店舗・事務所内の定期的な消毒 

移動時における感染の防止 

・ラッシュ対策 
（時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤の推進） 

・従業員の出勤数の制限 
（テレワーク等による在宅勤務の実施等） 

・出張の中止（電話会議やビデオ会議などを活用）、来訪
者数の制限 

 
 


